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香港政府が外国税額の軽減措置案を公表 
 

 

背景 

香港では、域内源泉所得にのみ課税することを基本としているため、伝統的に二重課税の軽減措置はあまりなかった。過去15年間の
二重課税防止協定（DTA）の急拡大により、DTA締結区域に対する取扱いは変化した。しかし、DTA非締結区域については、以
下の２つの重要な例外対応を除き、今でも香港はユニラテラルな二重課税軽減措置は提供していない。 

1. 総額ベースで源泉徴収された税金は、利益に対する税金ではないため、関連する総額所得を生み出すために必要であった費用
として、IRO第16条の一般規則に基づき、損金の対象となることが広く認められていた。調停機関による決定(D43/91)にて支持
されており、この事案は現在でも香港における主要な判例となっている。 

2. IRO第16条(1)(c)では、第15条にて課税対象とみなされる限定された項目（主に預金証書における広義の利息及び利得）に
つき、香港の事業所得税と同じような性質をもつ外国税の損金算入をDTA締結区域と非締結区域に関係なく認めていた。 

2019年のIRO改定により、第16条(1)(c)の適用対象は、香港のDTA非締結区域で発生した外国税のみとなったが（DTA締結区
域における外国税は、DTAに基づく控除申請が可能であるため）、第16条の損金算入に関する基本原則は変更されなかった。 

香港税務局（IRD）は、2019年7月と8月にIROの改定を反映した実務解釈指針第28号（DIPN28）の改訂版をそれぞれ公表
した。しかし、このDIPN28の改訂は、それまで受け入れられていた実務慣行を大きく変えるもので、議論を呼ぶものであった。特にIRD

は、たとえ総額ベースで課税されていたとしても、源泉税の一般規則に基づき損金算入はできないと主張し、第16条(1)(c)の適用によ
り損金算入が可能なケースは、非DTA締結区域のみであるとした。詳しい背景については、2019年第9回タックスアラート（DIPN28 
– 外国税を損金不算入に方針転換）を参照されたい。 

サマリー 
香港政府は、外国で支払った税金の損金算入に係る香港税務条例（IRO）の改定案を公表した。当改定
案では以下が提案されている。 
1. 香港税務条例（IRO）第16条(1)(c)を改定し、総額ベースで源泉徴収される外国税の控除対象範囲

を拡大する。 

2. 非香港居住者企業が香港において所得に対して課税され、その税務管轄区域との間で二重課税防止
協定が結ばれている場合でも、居住地で負担した税金に対する軽減措置がないことを条件に、同条によ
る税額控除を可能とする。 
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このIRDによる大きな方針転換は、多くの納税者、特に香港に支店形態で進出している納税者に重要な影響を与えた。税金が発生した
区域とのDTAを締結されている場合もあるとはいえ、非香港居住者はDTA締結の恩恵を受けることができないためである。また、外国源
泉税の対象となる利息以外の支出についても、IRDの解釈がどのように適用されるのかが明確でなく、疑問が残っていた。 

今回の改定案では、これらの問題を効果的に解決しようとしている。 
 

KPMGの見解 

本改定案は、香港の事業所得税の対象となる所得に係る外国源泉税の損金算入の可否を明確化している。 また、香港非居住者企
業が、DTA締結区域で賦課された税金について従来は救済措置を受けることができなかったという不利な状況にも対処している。これら
の変更は、いずれも経済界から広く歓迎されるものである。 

しかし、従来の状況に戻るためには、2019年4月から本改定案の施行日までの間に発生した外国税がどのように扱われるかについて、まだ
疑問が残ることに留意する必要がある。IRDがこの期間にも改定案と同様の取り扱いが適用されることを認め、この問題に関する未解決
の問い合わせをIRDが取り下げることが望まれる。このようなIRDからの問い合わせについて、現在は一時的な猶予期間が設けられていると
考えられる。一方で、既にIRDの解釈を受入れた納税者は、明らかに不利益を被っている可能性がある。 

また、香港の二重課税控除に関する規則は、国際的水準からみて依然として限定的であることにも留意する必要がある。外国税を損金
算入する場合、たとえ低税率であるとしても二重課税の問題が残ることになる。他の多くの国では、ユニラテラルな外国税額控除の仕組み
を採用しており、損金算入は税額控除の効果を得られない場合（例えば、赤字申告の場合など）の実務上の予備的措置に過ぎな
い。今後、香港がBEPS 2.0に対処するための条例を導入するにつれて、実効的な二重課税の問題がより重要になるものと考えられる。 

なお、日本語でのお問い合わせは、下記担当者までご連絡ください。 
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